直译word-for-word translation      笔译written translation      翻译translate(/tor); interpret(/er)

口译oral interpretation     意译free translation     音译transliterate     编译 translate and edit
临渊羡鱼，不如退而织网。                            谈到时间，时间就是海绵里的水，是可以挤的。                          


親族・知人訪問を目的とする在留資格 「短期滞在」の申請、 
所需材料说明
申请签证时请提交以下材料。各个材料的有效期均在发行后三个月以内材料上如果有有效期，则应在有效期内提交）。
〔探亲•访友〕
1． 申请人应提交的材料

（1） 签证申请书
（2） 护照
（3） 身份证复印件
（4） 户口本复印件
（5） 暂住证（只限于户口不属于当地管辖区内的申请）
（6） 亲属关系公证书（只限探亲时提交）
2． 日方邀请人应提交的材料

(1)招聘理由书
（注1） 应由邀请申请人的在日亲属•友人制成（例如：在日本的子女邀请父母时由在日子女制成）
（注2） 样式请参照后附第5页的「招聘理由书」（A4纸）。
（注3） 如邀请理由为照看在日亲属的分娩、照顾病人、参加婚礼等时，请另外提交医生的诊断书、结婚场地的预约书等相关材料。
(2)停留日程表
（注1）样式请参照后附第6页的「停留日程表」（A4纸）。
（注2）实例请参照后附第7页的「停留日程表（例）〔探亲•访友〕」。
3．日方身元保证人应提交的材料
（注1） 现居住在日本的亲属持有「留学」的在留资格，并由该亲属所在学校的正式教授或副教授作身元保证时，在以下要求提供的材料中，可只提交身元保证书和在职证明。
（注2） 邀请人为日本国国费留学生时、邀请父母、配偶、子女探亲时，除提供登录原票记载事项证明书以外，请提交国费外国人留学生证明书或奖学金受给证明书或入学许可（应记载国费留学生身份，奖学金支付时间，大学内所属单位、在学资格等）、如提交上述文件之一、可省略身元保证书。 

（1） 身元保证人为日本人时：
① 住民票誊本（需注明全部事项，且在发行后3个月以内）。 

② 在职证明书或营业执照复印件等证明职业的文件。
③ 市区町村长发行的最新的课税（或纳税）证明书，税务部门发行的纳税证明书（样式2）或有税务部门受理印章的确定申告书（以上材料均必须记载总所得金额，不可使用源泉征收票）。
④ 身元保证书
（注）样式请参照后附第8页的「身元保证书」（A4纸）。
（2） 身元保证人为外国人时：
外国人做身元保证人时，原则上须具有下述任何一种在留资格并现居住在日本。
•「外交」、「公用」、「永住者」
（注）被抚养者除外。
•「教授」、「艺术」、「宗教」、「报道」、「投资•经营」、「法律/会计业务」、「医疗」、「研究」、「教育」、「技术」、「人文知识/国际业务」、「企业内转勤」、「技能」、「日本人的配偶者等」、「永住者」、「永住者的配偶者等」、「定住者」
（注1） 必须是现居住日本，在留期间为「3年」的人员。
（注2） 如果在留资格是「日本人的配偶者等」、「永住者的配偶者等」、「定住者」时，被抚养者除外。
① 登录原票记载事项证明书（应由外国人登记地的市区町村长发行，且在发行后3个月以内）。
② 在职证明书或营业执照复印件等证明职业的文件。
③ 市区町村长发行的最新的课税（或纳税）证明书，税务部门发行的纳税证明书（样式2）或有税务部门受理印章的确定申告书（以上材料均必须记载总所得金额，不可使用源泉征收票）。
④ 身元保证书
（注）样式请参照后附第8页的「身元保证书」（A4纸）。
4、能表明申请人与保证人关系的材料（只限访友时提交）。
例：关于友人关系的说明、可说明海外停留情况的护照复印件、照片等
5、有关邀请人的资料（只限邀请人和身元保证人不是同一人时提交）。
（1）邀请人为日本人时（例如：由于是无职业的人员由其他人做身元保证人时）
① 住民票誊本（需注明全部事项，且在发行后3个月以内）。
② 在职证明书或营业执照等复印件等证明职业的文件。
（2）邀请人为外国人时（例如：留学生、无收入者等）。
① 登录原票记载事项证明书（应由外国人登记地的市区町村长发行，且
在发行后3个月以内）。
② 在职证明书或营业执照等证明职业的文件（若是留学生时，需提交在
学证明书）。
〔持在留资格认定证明书申請签证
持在留资格认定证明书需要注意什么
１．如何办理在留资格认定证明书
２．在留资格认定证明书的有效期限
３．签证申请方法
４．签证所需时间
５．申请材料的有效期限
６．其  他 

 办理短期商务、探亲、访友签证之外的赴日签证，首先需由日本国内的邀请人（单位）在法务省入国管理局为签证申请人办理相关的在留资格认定证明书。
在留资格认定证明书自签发之日起有效期为3个月。签证申请人须在该证明书有效期内在所属日本驻华使领馆申办签证，并入境日本，逾期自动作废。
本馆不受理邮寄或传真方式的申请，签证申请人需通过本馆指定的代办机构申请签证。
签证申请材料的审查一般需要４个工作日。不过，根据具体情况，有时可能会延长审查时间。
所有的申请材料都需提供自签发之日起为期3个月之内的材料。除指定的材料之外，全部需提交原件。另外，出于审查的需要，有时会要求申请人追加材料。
如果申请人的户口所在地不在本馆管辖范围之内，须提交相关材料以证明申请人在本馆管辖区内长期居住生活。

御 案 内
１4年7月3日
在中国日本国大使館領事部査証班
　８月１日（水）から短期滞在査証を申請する際の手続きを次のように一部変更します。
１． 親族・知人訪問を目的とする在留資格「短期滞在」の申請、及び、在留資格認定証明書を所持し、 因私旅券により渡航する方の申請について、機関による代理申請を認めることとしました。
２． 親族・知人訪問を目的とする在留資格「短期滞在」の申請について、資料の写しを提出する必要はなくなりました。
３． 短期商用等を目的とする査証申請の手続は従来どおりです。
４． 短期滞在査証を申請する際の渡航目的は、「短期商用等」と「親族・知人訪問」とします。
内容は次のとおりです。
◎ 「親族・知人訪問」
親族・知人（友人を含む。）訪問です。
（注１） 団体観光及び単なる観光は除きます。
（注２） 親族とは、原則として、血族及び姻族３親等以内の関係とします。
５． 提出書類
（１） 「提出書類案内」のとおりです。
（２） 各提出書類は発行後３か月以内（有効期間の記載のある書類は有効期間内）のものを提出して下さい。
６． 審査の結果問題がない場合には、申請日の翌日から起算して５作業日目に査証を発給します。

「提出書類案内」
査証を申請時には、以下の書類を提出して下さい。各提出書類の有効期間は、すべて発行後３か月以内です。

但し、書類に有効期間がある場合は、有効期間内に提出して下さい。
〔親族・知人訪問〕申請書類一覧表
１．申請人が提出すべき書類 

（１） 査証申請書（写真貼付）
（２） 旅券

（３） 身分証写し

（４） 戸籍簿写し
（５） 暫住証 （本籍が当館管轄地域内に属さない方に限る。）
（６） 親族関係の公証書（親族訪問の場合にのみ提出して下さい。）
２．日本側招聘人が提出する書類
（１）招へい理由書
（注１）査証申請人を招へいする在日の親族・知人が作成してください。（例えば、在日の子女が査証申請人である親を招へいする場合には、在日の子女が作成する）
（注２）様式は5ページ目の「招へい理由書」（Ａ４サイズ）を参照して下さい。
（注３）もし招へい理由が、在日親族の出産を介護する、病気を介護する、結婚式に参加する等である場合には、医師の診断書、結婚式場の予約証明書等の関連資料を提出して 下さい。
（２）滞在予定表
（注１）様式は6ページ目の「滞在予定表」（Ａ４サイズ）を参照して下さい。
（注２）作成例は、7ページ目の「滞在予定表（例）〔親族・知人訪問〕」を参照して下さい。
３． 日本側身元保証人が提出すべき書類
（注１）現在日本に在留中の親族が「留学」の在留資格を持ち、また、在籍する学校の常勤の教授又は助教授が身元を保証する場合には、以下の書類のうち、身元保証書と在職証明書のみを提出するだけで差し支えありません。
（注２）招へい人が日本国の国費留学生であり、父母や配偶者、子女の家族訪問を招聘する時は、登録原票記載事項証明書を提出する以外に、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書もしくは入学許可証（国費 留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在学資格が記載されているもの）のうちいずれかの書類を提出して下さい。この場合には、身元保証書等の提出は必要ありません。
（１） 身元保証人が日本人である場合
①住民票謄本（全事項証明、且つ、発行後３か月以内のもの）
②在職証明書又は営業許可証の写し等、職業を証する文書
③市区町村長が発行した最新の課税（又は納税）証明書、税務署発行の納税証明書（様式 その２）、又は税務署受理印のある確定申告書控（以上の資料には、いずれも総所得金額が記載されているものでなければならない。 源泉徴収票を使用することは不可）
④ 身元保証書
（注）様式は８ページ目の「身元保証書」（Ａ４サイズ）を参照して下さい。
（２）身元保証人が外国人の場合
　外国人の方が身元保証人になる場合には、原則として、身元保証人としての資格要件は次のいずれかの在留資格を有し、並びに現在日本に在留していることが必要です。
・「外交」、「公用」、「永住者」
(注）被扶養者は除きます。
・「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律／会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識／国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、 「永住者の配偶者等」、「定住者」
　
（注１）在留期間「３年」以上、在留中の方とします。
（注２）もし在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は除きます。
①　登録原票記載事項証明書（外国人登録先の市区町村長が発行し、且つ、発行後３か月以内のもの）
②　在職証明書又は営業許可証の写し等、職業を証する文書
③　市区町村長が発行した最新の課税（又は納税）証明書、税務署発行の納税証明書（様式 その２）、又は税務署受理印のある確定申告書控（以上の資料はいずれも総所得金額が記載されていなければならない。　源泉徴収票を使用することは不可）
④ 身元保証書
（注）様式は８ページ目の「身元保証書」（Ａ４サイズ）を参照して下さい。
４．申請人と招へい人との関係を明らかにする資料（知人訪問の場合にのみ提出して下さい。）
例：友人関係について説明する文書、渡航・在留歴を立証する旅券の写し、写真等。
５．招へい人に関する資料（招へい人と身元保証人が同一人でない場合にのみ提出して下さい。）
（１）日本人の場合（例：無職の方が、別途に、身元保証人を立てている場合等）
①住民票謄本（全事項証明し、且つ、発行後３か月以内のもの）　
②在職証明書又は営業許可証等の写し等、職業を証する文書
（２）外国人の場合（例：留学生や収入のない方等）
①　登録原票記載事項証明書（外国人登録先の市区町村長が発行した発行後３か月以内のもの）
② 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書（学生の場合には、在学証明書）
［在留資格認定証明書を有する査証申請］
１．取得方法
２．有効期限
３．査証申請方法
４．審査所要時間
５．提出書類の有効期限
６．その他
 「短期商用」、「親族・知人訪問」以外の目的（就業·留学·婚姻同居等）で日本へ渡航する場合は、日本国内の代理人が事前に法務省入国管理局にて「在留資格認定証明書」の交付申請を行ってください。
在留資格認定証明書は、発行日から３ヶ月以内に査証を取得し、上陸申請を行わない場合には、その効力を失いますので、同書の交付を受けた後は、余裕もって査証申請を行って下さい。
当館が指定する代理申請機関を通じて査証申請を行って下さい。郵便、ＦＡＸ等による申請は受理できません。
審査の結果、問題がない場合は、申請日の翌日から起算して最短ワーキングデー４日目に査証を発給します（案件により、審査期間が長期間かかる場合もあります）。
提出書類は、指定がある場合を除き、全て原本を提出して下さい。各提出書類は、発行より３か月以内に撮影したものを提出して下さい。なお、審査の必要につき追加書類を求める場合があります。
当館管轄外に本籍を有する方の査証申請については、当館管轄内に長期居住していることを証明できる書類の提出が必要です。
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日本国签证的申請方法          日本国査証の申請の方法
日本国签证的申請方法 

赴日签证须在所属管辖内的使领馆（ 管辖范围划分 ）办理。 

•  「 因 私 」 护照持有者 

原则上需通过本馆指定的 代办机构 办理。 

•  「 外交 」 、 「 公务 」 、 「 因公 普通 」 护照持有者 

须通过中华人民共和国外交部指定的 代办机构 办理。 

•  「 国费留学生 」 

所需材料及申请方法，请直接向本馆咨询 （ 010-6410-6974 ） 。 

•  「 同伴签证 」、「 中国籍之外的 外国人 」 

•  日本人配偶的同伴签证 、 因工作等原因在中国常驻的外国人签证，须直 

接到本馆签证处窗口申请。受理时间为： 

（ 周一 ～ 周五 ） 

•  同伴签证 ９：００～１１：００ 

１４：００～１６：３０ 

另外，同伴签证所需材料及申请方法，请直接向本馆咨询 （ 010-6410-6974 ） 。 

•  外国人 　９：００～１１：００ 

•  日资企业推荐的中国人短期商务多次往返签证 

所属单位为日本商工会议所会员的日资企业中国职员，若符合本馆规定的一定条件，可通过本馆指定的 代办机构 或直接到本馆签证处办理多次签证。签证处的具体受理时间为： １４：００～１６：３０ 。 

2005年6月8日
日本国驻中国大使馆
领事部签证处
所需材料说明
申请签证时请提交以下材料。各个材料的有效期均在发行后三个月以内材料上如果有有效期，则应在有效期内提交）。
「短期商用等」（所需材料中除护照、暂住证以外须提交原件、复印件各一份）
1． 申请人应提交的材料
（1） 签证申请书（贴付照片）
（2） 护照
（3） 暂住证（只限于户口不属于当地管辖区内的申请）
（4） 职业证明（只限于持因私护照的申请者。补充：因私护照以外的申请者应在提交照会的同时付上注明申请人所属单位、职务的名单。）
（5） 所属单位的营业执照或经营许可证复印件（只限于持因私护照的申请者）
（6） 户口簿复印件
2． 日方邀请单位应提交的材料
（注）原则上邀请单位应为法人、团体、国家或地方政府。但是，当大
学教授以公务为目的进行邀请时可以认定为邀请单位。

（1） 招聘理由书
（注）样式请参照后附第5页的「招聘理由书」（A4纸）。
（2） 停留日程表
（注1） 样式请参照后附第6页的「停留日程表」（A4纸）。
（注2） 实例请参照后附第7页的「停留日程表（例）〔短期商用等〕」。
（注3） 请尽可能详细制作。
（3） 身元保证书
（注1） 样式请参照后附第8页的「身元保证书」（A4纸）。
（注2） 以业务为目的、且邀请人为日本国政府中央府省厅的课长
或大学教授级别以上的人时，可省略身元保证书。
（4） 关于邀请单位的材料
?I?已登记注册的法人单位（国家或地方政府邀请时无需提交）
法人登记簿謄本（发行后3个月以内）
（注）如果是在日本国股市上市的企业，可用最新版的「会社四季报」
上该企业部分的复印件代替，如果申请人持因公护照申请，可以省略。
?II?没有登记注册的单位
以下①或②项中的任何材料均可
① 公司、团体的概要说明书
（注1）样式请参照后附第9页的「会社•团体概要书」（A4纸）。
② 简介书或宣传册等可说明邀请机关情况概要的资料。 

?III?大学教授邀请时
在职证明书 

〔探亲•访友〕
1． 申请人应提交的材料

（1） 签证申请书
（2） 护照
（3） 身份证复印件
（4） 户口本复印件
（5） 暂住证（只限于户口不属于当地管辖区内的申请）
（6） 亲属关系公证书（只限探亲时提交）
2． 日方邀请人应提交的材料

?1?招聘理由书
（注1） 应由邀请申请人的在日亲属•友人制成（例如：在日本的子女邀请父母时由在日子女制成）
（注2） 样式请参照后附第5页的「招聘理由书」（A4纸）。
（注3） 如邀请理由为照看在日亲属的分娩、照顾病人、参加婚礼等时，请另外提交医生的诊断书、结婚场地的预约书等相关材料。
?2?停留日程表
（注1）样式请参照后附第6页的「停留日程表」（A4纸）。
（注2）实例请参照后附第7页的「停留日程表（例）〔探亲•访友〕」。
3．日方身元保证人应提交的材料
（注1） 现居住在日本的亲属持有「留学」的在留资格，并由该亲属所在学校的正式教授或副教授作身元保证时，在以下要求提供的材料中，可只提交身元保证书和在职证明。
（注2） 邀请人为日本国国费留学生时、邀请父母、配偶、子女探亲时，除提供登录原票记载事项证明书以外，请提交国费外国人留学生证明书或奖学金受给证明书或入学许可（应记载国费留学生身份，奖学金支付时间，奖学金金睿笱?谒粼骸⑾担谘ё矢瘢┲械娜魏我恢植牧稀４耸辈挥锰峤簧碓Ｖな椤?br> 

（1） 身元保证人为日本人时：
① 住民票誊本（需注明全部事项，且在发行后3个月以内）。 

② 在职证明书或营业执照复印件等证明职业的文件。
③ 市区町村长发行的最新的课税（或纳税）证明书，税务部门发行的纳税证明书（样式2）或有税务部门受理印章的确定申告书（以上材料均必须记载总所得金额，不可使用源泉征收票）。
④ 身元保证书
（注）样式请参照后附第8页的「身元保证书」（A4纸）。
（2） 身元保证人为外国人时：
外国人做身元保证人时，原则上须具有下述任何一种在留资格并现居住在日本。
•「外交」、「公用」、「永住者」
（注）被抚养者除外。
•「教授」、「艺术」、「宗教」、「报道」、「投资•经营」、「法律/会计业务」、「医疗」、「研究」、「教育」、「技术」、「人文知识/国际业务」、「企业内转勤」、「技能」、「日本人的配偶者等」、「永住者」、「永住者的配偶者等」、「定住者」
（注1） 必须是现居住日本，在留期间为?3年?的人员。
（注2） 如果在留资格是「日本人的配偶者等」、「永住者的配偶者等」、「定住者」时，被抚养者除外。
① 登录原票记载事项证明书（应由外国人登记地的市区町村长发行，且在发行后3个月以内）。
② 在职证明书或营业执照复印件等证明职业的文件。
③ 市区町村长发行的最新的课税（或纳税）证明书，税务部门发行的纳税证明书（样式2）或有税务部门受理印章的确定申告书（以上材料均必须记载总所得金额，不可使用源泉征收票）。
④ 身元保证书
（注）样式请参照后附第8页的「身元保证书」（A4纸）。
4、能表明申请人与保证人关系的材料（只限访友时提交）。
例：关于友人关系的说明、可说明海外停留情况的护照复印件、照片等
5、有关邀请人的资料（只限邀请人和身元保证人不是同一人时提交）。
（1）邀请人为日本人时（例如：由于是无职业的人员由其他人做身元保证人时）
① 住民票誊本（需注明全部事项，且在发行后3个月以内）。
② 在职证明书或营业执照等复印件等证明职业的文件。
（2）邀请人为外国人时（例如：留学生、无收入者等）。
① 登录原票记载事项证明书（应由外国人登记地的市区町村长发行，且
在发行后3个月以内）。
② 在职证明书或营业执照等证明职业的文件（若是留学生时，需提交在
学证明书）。
〔持在留资格认定证明书申請签证
持在留资格认定证明书需要注意什么
１．如何办理在留资格认定证明书
２．在留资格认定证明书的有效期限
３．签证申请方法
４．签证所需时间
５．申请材料的有效期限
６．其  他 

 办理短期商务、探亲、访友签证之外的赴日签证，首先需由日本国内的邀请人（单位）在法务省入国管理局为签证申请人办理相关的在留资格认定证明书。
在留资格认定证明书自签发之日起有效期为3个月。签证申请人须在该证明书有效期内在所属日本驻华使领馆申办签证，并入境日本，逾期自动作废。
本馆不受理邮寄或传真方式的申请，签证申请人需通过本馆指定的代办机构申请签证。
签证申请材料的审查一般需要４个工作日。不过，根据具体情况，有时可能会延长审查时间。
所有的申请材料都需提供自签发之日起为期3个月之内的材料。除指定的材料之外，全部需提交原件。另外，出于审查的需要，有时会要求申请人追加材料。
如果申请人的户口所在地不在本馆管辖范围之内，须提交相关材料以证明申请人在本馆管辖区内长期居住生活。

御　　　案　　　内
１4年7月3日
在中国日本国大使館領事部査証班
　８月１日（水）から短期滞在査証を申請する際の手続きを次のように一部変更します。
１． 親族・知人訪問を目的とする在留資格「短期滞在」の申請、及び、在留資格認定証明書を所持し、 因私旅券により渡航する方の申請について、機関による代理申請を認めることとしました。
２． 親族・知人訪問を目的とする在留資格「短期滞在」の申請について、資料の写しを提出する必要はなくなりました。
３． 短期商用等を目的とする査証申請の手続は従来どおりです。
４． 短期滞在査証を申請する際の渡航目的は、「短期商用等」と「親族・知人訪問」とします。
内容は次のとおりです。
（１） 「短期商用等」
　　　文化交流、自治体交流、スポーツ交流及び本邦に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、 会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他の短期商用活動 （注）等であって、下記（２）以外の目的です。
　　（注） 本邦において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められ ません。
（２） 「親族・知人訪問」
親族・知人（友人を含む。）訪問です。
（注１） 団体観光及び単なる観光は除きます。
（注２） 親族とは、原則として、血族及び姻族３親等以内の関係とします。
５． 提出書類
（１） 「提出書類案内」のとおりです。
（２） 各提出書類は発行後３か月以内（有効期間の記載のある書類は有効期間内）のものを提出して下さい。
（３） 短期商用等目的の査証を申請する場合、資料は指定がある場合を除き、全て原本を提出して下さい。
６． 審査の結果問題がない場合には、申請日の翌日から起算して５作業日目に査証を発給します。

必要書類の案内 

査証を申請時には、以下の書類を提出して下さい。各提出書類の有効期間は、発行後３か月以内です。

但し、書類に有効期間がある場合は、有効期間内に提出して下さい。
〔短期商用等〕申請書類一覧表（必要な資料は、旅券と暫住証以外は、原本及びその写し各１部を提出して下さい）
１．申請人が提出する書類
（１） 査証申請書（写真貼付）
（２） 旅券
（３） 暫住証 （当館管轄地域内に属さない本籍を有する方に限る。）
（４） 在職証明書等職業を証する文書（因私旅券を持って申請する者に限る。補充：因私旅券以外の申請者は口上書を提出すると同時に、申請人の所属先、役職名が明記することが必要です。）
（５）所属機関の営業許可証写し（因私旅券をもって査証申請する方に限る。）
（６）戸口薄写し
２．日本側招へい機関が提出する書類
（注） 原則として招聘機関は法人、団体、国家又は地方自治体であるべきです。但し、例えば、大学教授が公務の目的で招へいする等の場合には、招へい機関として認めます。
（１） 招へい理由書
（注） 様式は5ページ目の「招へい理由書」（Ａ４サイズ）を参照して下さい。
（２） 滞在予定表
（注１） 様式は6ページ目の「滞在予定表」（Ａ４サイズ）を参照して下さい。
（注２） 作成例は7ページ目の「滞在予定表（例）〔短期商用等〕」を参照して下さい。
（注３） 可能な限り詳細に作成して下さい。
（３）身元保証書
（注１） 様式は8ページ目の「身元保証書」（Ａ４サイズ）を参照して下さい。
（注２） 業務上の目的であり、且つ、招へい人が日本国政府中央府省庁の課長職又は大学の教授以上の方であれば、身元保証書は省略して差し支えありません。

（４） 招へい機関に関する資料
（イ） 法人登記済み機関の場合（国又は地方公共自治体が招聘する時は提出は不要）
　 法人登記簿謄本（発行後３か月以内のもの）
（注） 我が国株式市場上場企業の場合は、最新版の「会社四季報」の当該企業の部分の写しをもって代替できます。もし申請人が因公旅券を持って申請する時は、省略できます。
（ロ） 法人未登記機関の場合
　次の①又は②の項目中のいずれの書類でも可。
 ①　会社・団体の概要説明書
（注１）様式は9ページ目の「会社・団体概要説明書」（Ａ４サイズ）を参照して下さい。
②案内書又はパンフレット等の招へい機関の状況概要を明らかにする資料
（ハ）大学教授による招へいの場合
　在職証明書
〔親族・知人訪問〕申請書類一覧表
１．申請人が提出すべき書類 

（１） 査証申請書（写真貼付）
（２） 旅券

（３） 身分証写し

（４） 戸口簿写し
（５） 暫住証 （本籍が当館管轄地域内に属さない方に限る。）
（６） 親族関係の公証書（親族訪問の場合にのみ提出して下さい。）
２．日本側招へい人が提出する書類
（１）招へい理由書
（注１）査証申請人を招へいする在日の親族・知人が作成してください。（例えば、在日の子女が査証申請人である親を招へいする場合には、在日の子女が作成する）
（注２）様式は5ページ目の「招へい理由書」（Ａ４サイズ）を参照して下さい。
（注３）もし招へい理由が、在日親族の出産を介護する、病気を介護する、結婚式に参加する等である場合には、医師の診断書、結婚式場の予約証明書等の関連資料を提出して 下さい。
（２）滞在予定表
（注１）様式は6ページ目の「滞在予定表」（Ａ４サイズ）を参照して下さい。
（注２）作成例は、7ページ目の「滞在予定表（例）〔親族・知人訪問〕」を参照して下さい。
３． 日本側身元保証人が提出すべき書類
（注１）現在日本に在留中の親族が「留学」の在留資格を持ち、また、在籍する学校の常勤の教授又は助教授が身元を保証する場合には、以下の書類のうち、身元保証書と在職証明書のみを提出するだけで差し支えありません。
（注２）招へい人が日本国の国費留学生であり、父母や配偶者、子女の家族訪問を招聘する時は、登録原票記載事項証明書を提出する以外に、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書もしくは入学許可証（国費 留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在学資格が記 載されているもの）のうちいずれかの書類を提出して下さい。この場合には、身元保証書等 の提出は必要ありません。
（１） 身元保証人が日本人である場合
①住民票謄本（全事項証明、且つ、発行後３か月以内のもの）
②在職証明書又は営業許可証の写し等、職業を証する文書
③市区町村長が発行した最新の課税（又は納税）証明書、税務署発行の納税証明書（様式 その２）、又は税務署受理印のある確定申告書控（以上の資料には、いずれも総所得金額が記載されているものでなければならない。 源泉徴収票を使用することは不可）
④ 身元保証書
（注）様式は８ページ目の「身元保証書」（Ａ４サイズ）を参照して下さい。
（２）身元保証人が外国人の場合
　外国人の方が身元保証人になる場合には、原則として、身元保証人としての資格要件は次のいずれかの在留資格を有し、並びに現在日本に在留していることが必要です。
・「外交」、「公用」、「永住者」
(注）被扶養者は除きます。
・「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律／会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識／国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、 「永住者の配偶者等」、「定住者」
　
（注１）在留期間「３年」により在留中の方とします。
（注２）もし在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は除きます。
①　登録原票記載事項証明書（外国人登録先の市区町村長が発行し、且つ、発行後３か月以内のもの）
②　在職証明書又は営業許可証の写し等、職業を証する文書
③　市区町村長が発行した最新の課税（又は納税）証明書、税務署発行の納税証明書（様式 その２）、又は税務署受理印のある確定申告書控（以上の資料はいずれも総所得金額が記載されていなければならない。　源泉徴収票を使用することは不可）
④ 身元保証書
（注）様式は８ページ目の「身元保証書」（Ａ４サイズ）を参照して下さい。
４．申請人と招へい人との関係を明らかにする資料（知人訪問の場合にのみ提出して下さい。）
例：友人関係について説明する文書、渡航・在留歴を立証する旅券の写し、写真等。
５．招へい人に関する資料（招へい人と身元保証人が同一人でない場合にのみ提出して下さい。）
（１）日本人の場合（例：無職の方が、別途に、身元保証人を立てている場合等）
①住民票謄本（全事項証明し、且つ、発行後３か月以内のもの）　
②在職証明書又は営業許可証等の写し等、職業を証する文書
（２）外国人の場合（例：留学生や収入のない方等）
①　登録原票記載事項証明書（外国人登録先の市区町村長が発行した発行後３か月以内のもの）
② 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書（学生の場合には、在学証明書）
［在留資格認定証明書を有する査証申請］
１．取得方法
２．有効期限
３．査証申請方法
４．審査所要時間
５．提出書類の有効期限
６．その他
 「短期商用」、「親族・知人訪問」以外の目的（就業·留学·婚姻同居等）で日本へ渡航する場合は、日本国内の代理人が事前に法務省入国管理局にて「在留資格認定証明書」の交付申請を行ってください。
在留資格認定証明書は、発行日から３ヶ月以内に査証を取得し、上陸申請を行わない場合には、その効力を失いますので、同書の交付を受けた後は、余裕もって査証申請を行って下さい。
当館が指定する代理申請機関を通じて査証申請を行って下さい。郵便、ＦＡＸ等による申請は受理できません。
審査の結果、問題がない場合は、申請日の翌日から起算して最短ワーキングデー４日目に査証を発給します（案件により、審査期間が長期間かかる場合もあります）。
提出書類は、指定がある場合を除き、全て原本を提出して下さい。各提出書類は、発行より３か月以内に撮影したものを提出して下さい。なお、審査の必要につき追加書類を求める場合があります。
当館管轄外に本籍を有する方の査証申請については、当館管轄内に長期居住していることを証明できる書類の提出が必要です。

　しかくがい

　ふくしんしょ

　ぎょうしゅ

　ちんぎん；　がく

　むだん；　けっきん

　ざいだんほうじん

　ないがい

　きゅうじんらん

　すなわち

　ぜいむしょ

　かくてい　しんこく



申請書類一覧 

全ての在留資格認定証明書の申請に求める書類
１．        旅券
２．        査証申請書
３．        写真
４．        在留資格認定証明書（原本）及びその写し
５．        戸口簿写し
６．        暫住証又は居住証明書（なお管轄地域に戸籍を有しない場合のみ）
在留資格別必要書類
教授
 上記１～６のみ
芸術
 〃
宗教
 〃
報道
 〃
投資・経営
 〃
法律・会計
 〃
医療
 〃
研究
 〃
教育
 〃
技術
 〃
人文知識・国際業務
 〃
企業内転勤
 〃
文化活動
 〃
特定活動
 〃
技能
 雇用契約書および履歴書
興行
 １．契約書　２．経歴書　３．芸歴を証する書類
留学・就学
 １．        質問票　　２．経費支弁者の在職証明書
３．卒業証明書（留学のみ）
研修
 研修派遣契約書（派遣機関を通じる場合のみ）
家族滞在
 質問票
日本人の配偶者等
 質問票
永住者の配偶者等
 質問票
定住者
 質問票
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②
问题是沮丧有用吗，现在我碰到的失败的事儿也挺多，你怎么沮丧？生活就是这样，你得到了一定会失去，你失去的

东西也一定会得到一点，你什么都想得到怎么可能。正因为这么多年的失败或者不好的事儿，使我对失败看得很轻，对成功也是看得很轻，成功来了，我就知道肯定又有一件事情是个平衡，可能有不好的事情会来。所以我跟很多年轻人，我的同事，还有外面学校的学友、学弟们讲，如果我能成功，大部分人都能成功，你别放弃这一次机会，永远不要放弃，你有这个梦想，用智慧，有勇气，走正道，你一定会有机会的。 

